
　前号では、戦前までの日本人の信
念と気迫について記した。ところが
今じゃあ、その面影すらない。銭に浮
かれて、義理も人情もねえクラゲの
ような生き物だらけになっちまった。
こんなんじゃ、日本の戦闘者は生き
ていけねえ。
　ところで、最近「憲法改正」の話が、
また盛り上がってきたんで、これにつ
いて俺の考えを言っとくよ。
「憲法」という言葉は「国体」を表す
もので、「日本とは何か」「日本人は何を
為すべきか」が明示されていなくては
日本の憲法ではないよな。そしてそれ
は、すでに記事にしたように、日本建
国の理念として、神武天皇が「橿原建
都の詔」でお示しになっているわけだ。
だったら、これをそのまま憲法とする
ことが最も明解だな。要すれば、今の
世でも分かりやすいよう解釈を附帯す
ればいい。
　ところが、現憲法は、戦勝国によっ
て組織された極東諮問委員会（後に極
東委員会）が指名した連合国最高司令
官マッカーサーが、日本国の全権統治
者として指示したマッカーサー草案を
基に作成された反日本国体憲法だから、
日本のことも日本人が為すべきことも
書いてない。「俺（マッカーサー）の言
うとおりにしろ！」ていう命令書だ。
　当時、マッカーサーは、極東委員会
の方針やトルーマン大統領の考えをも
逸脱するほどの強権を発動し日本統治
を遂行した。
　1945年８月29日の大統領通達「降伏
後における米国の初期における対日方
針」では、ポツダム勅令を根拠にして
・日本の武装解除及び非軍事化
・経済上の非軍事化
　を指示していたが、マッカーサーは、
さらに踏み込んで国家の主権の発動た
る自衛権の行使も認めないとする「戦
争放棄の宣言」を日本に求めた。
　1946年１月７日付けの米国国務・陸
軍・海軍三省協同委員会（SWNCC）
228号では
・憲法の改正
・天皇制の廃止若しくは
　軍事権能の剝奪
・天皇の内閣助言下の権能に限定
　を日本に求め、1946年７月２日に極
東委員会がマッカーサーに指令した
内容は

・国民主権
・普通選挙による代議政治
・司法権の独立日本国民の自由に表明
された意志によって憲法の改正を選択
・天皇制の廃止または民主的修正
・天皇の軍事上の権限を一切剝奪
・天皇は新憲法で規定する以外のいか
なる権限も有しない
・全ての皇室財産は国有化
　というものだったたが、それを予期
したマッカーサーは、自己の要求を通
すために先手を打って、1945年10月11
日、幣原首相に対し「日本国民が数世
紀にわたり隷属してきた伝統的社会秩
序はこれを是正する必要がある」と日
本国体の破棄を指示した。
　さらに、1946年２月３日には、民政
局長ホイットニーに、以下のような内
容の憲法改正の要点（マッカーサー・
ノート）を手渡した
・天皇は国家の元首の地位にある（米軍
統治のための天皇利用）
・国家の主権的権利としての戦争を
　放棄する
・国家の紛争解決のための
　手段としての戦争及び自己の安全を
　保持するための手段としての
　戦争をも放棄する
・いかなる日本陸海空軍も決して
　許されないし、いかなる交戦者の
　権利も日本軍には決して与えない
・日本の封建制度は廃止される
　これに基づき、ホイットニーは、民
生局のケーディスに指示して４日間で
マッカーサーの憲法草案を作成し、
1946年２月13日マッカーサー草案を日
本政府に手交した。この際、日本政府
が作成した松本（国務相）憲法草案を
拒否し、天皇制は司令部提案以外不可、
これ以外は天皇の身体も保障せずとし、
「この案（マッカーサー草案）のような
改正案を日本政府に命ずるものではな
いが、この案と根本原則及び根本形体
を一にする改正案を速やかに作成提出
すること」と指示した。
　1946年３月４日、日本政府は、マッ
カーサー草案に基づく「憲法改正要綱」
をGHQ民政局に提出し認可を受け、同
年４月７日「憲法改正要綱」を公式発
表、６月８日枢密院で天皇裁裁可、８月
26日衆議院可決、10月６日貴族院可決、
10月７日帝国会議で憲法改正した。こ
の間、日本政府がマッカーサー草案を

修正したのは以下の点だけで、あとは
全て、マッカーサー草案の内容をその
まま憲法条文とした。
・９条２項冒頭に
　「前項の目的を達するため」という
　文言が挿入（芦田修正）
・人権規定：主語を「人民・外国人等」
　から「国民」と書き換え
・「皇位決定の決定権は国民固有」
　を排除
・国会を一院制から二院政に変更
・国会による「最高裁判所の違憲判決」
　への再審手続きが削除
・「首都地方、市及び町の住民の財産、
　事務及び政治を処理し、
　自身の憲章を作成する権利」の
　主語を「地方公共団体」に変更
　以上、初期の米国の日本統治政策を
まとめると以下のようになる。
・連合軍最高司令官＝暫定日本統治者
・GHQ＝暫定日本政府
・政治（立法）・行政・司法全権を掌握
・日本の伝統的文社会秩序の破棄
・天皇を米軍統治に利用
・完全なる軍事権限の放棄
・上記政府転覆の指令書としての
　憲法改正
・上記全てを日本国民に秘匿して実行
　しかし、1947年、トルーマン大統領
は、スターリンとのヤルタ協定を一方
的に破棄し、スパイクマンの地政学に
基づいた「対ソ封じ込め宣言」へと舵
を切った。これを受けて、国務省政策
企画本部長のJ.F.ケナンが、対ソ戦略
上の日本の重要性を以下のように見直
すことを提言した。
・「東アジアにおける最重要国は
　中国である」との米国における
　伝統的発想を否定
・中国は遠い将来にも強大な工業国・
　軍事大国になる見通し無し
・日本は極東における唯一潜在的
　軍事・産業基盤を持ち、勤勉な
　国民資質、反共思想、地理特性等
　からソ連封じ込めに使える
・米国にとって最も安定した
　戦略環境は「真に友好的な日本と
　名目上だけは敵対関係にある中国」
　であって、最悪ケースは
　「敵意を持った中国と日本」、
　危機ケースは「名目上は友好的な
　中国と真に敵意を持つ日本」
　これによって、マッカーサーの日本

滅亡政策は、再軍備と経済復興による
日本の戦略的利用政策に変更された。
これ以降、日本の軍事力と経済力は、米
国の対ソ戦略に利用されてきた。しか
も、戦略的パワーに欠ける中国の代用
品としての位置づけでだ。
　日本の再軍備にあたっては、憲法の
思想とは対立するため、ポツダム勅令
を根拠に警察予備隊を編成した。海上
警備隊も、もともと米側と密通してい
た野村吉三郎など帝国海軍将校が米
軍の指示を受け編成した。したがって、
憲法規定外の存在として国会審議も
ないまま、警察予備隊は米軍が管理運
営を完全統制、海上警備隊は米海軍が
運用することになる。つまり、米軍の
補完としての再軍備という形をとっ
たわけだ。
　サンフランシスコ講和条約以降、米
軍統合参謀本部の計画により航空自衛
隊は在日米軍の防空機能として創設さ
れ、日本政府は米国の経済支援を得る
ための条件として日米防共協定を締結
した。また、在日米軍が占領時と同じ
権限を保有できるように日米行政協定
（後の日米地位協定）が結ばれ、これら
を正当化するため日米安保条約が締結
され、日米関係を維持するため自衛隊
の防衛力整備が義務付けられた。
　しかし、ソ連のアフガン侵攻を契機
に米中は接近し、中国（ウイグル）へ
の米軍の施設の配備と引き換えに米国
は中国経済を支援した。中国の経済成
長とともに、キッシンジャーは日本を
切り捨て中国の戦略的利用を提言し、
さらに、冷戦終結とともに、米国の戦
略は対ソ戦略から新世界秩序構築へと
シフトし、米国にとっての日本の戦略
的価値は一気に低下したわけだ。
　戦略的価値を失った日本に残された
のは、巨大な経済資産と自衛隊という
軍事力だ。この日本の経済資産が米国
とグローバリストの収奪目標となり、
自衛隊は米軍の補完戦力として利用さ
れる道を歩む。もともと、自衛隊は日
本政府や日本国民の主体意思でできた
のではなく、米軍の要請でできたもの
だから、自衛隊を米軍の戦略に有効に
使えるようにするため、サンフランシ
スコ講和条約以降も、米軍事作戦への
後方支援・予算支出、米国防衛装備の
購入・配備、在日米軍経費の支出、日
本の防衛技術移転等さまざまな要求を

してきた。
　しかし、米軍による自衛隊の指揮・
運用だけは、日本政府は憲法の規定を
理由にそれを拒んできた。そこで、米
国側は憲法 ９条の改正を迫ってきた
わけだ。
　冷戦が終結した2000年以降は、憲法
の改正に代わって、集団的自衛権の行
使を要求し、事実上の米軍による自衛
隊の一体的指揮・運用を狙ってきた。そ
のための題材として使われたのが台湾
問題で、台湾危機があるから集団的自
衛権が提言されたのではなく、集団的
自衛権を成立させるために台湾問題が
使われたというのが実態だ。このよう
な米側の強烈な要求によって成立した
のが、第２次安倍政権下での平和安全
法制の中の『存立危機事態』だ。
　このような経緯から、現憲法は日本
の国体を壊す為、前文や98条、99条に、
日本の伝統的価値観を排する米国の価
値観が記載された。危機時に対処でき
ない９条の規定や、国民以外の「何人」
に対しても権利が与えられている規定
も外国人移住が拡大すれば国家の破壊
につながる。
　結論としては、現行憲法が全面改正
されたとき戦後（占領下の）日本が終
わり、憲法に日本の国体が規定された
とき祖国日本が復活するわけだ。
　今、注意しなくてはいけないのは、同
じ憲法改正でも、９条のみの改正と緊
急事態条項（国会機能維持条項）だけ
の盛り込みだ。
　憲法９条だけの改正は、自衛隊が米
国の価値観で戦争し、米軍の指揮下で
運用されることを意味する。そうなれ
ば、将来、そうした戦争に従事した自
衛官は国賊として歴史に名を刻むこと
になる。
　全面改正のない緊急事態条項（国会
機能維持条項）だけの改正は、グロー
バリストによる要請であり、憲法に規
定されたすべての国民の権利規定が無
効化し、グローバリストの影響下にあ
る現政府の独断専制体制を半永久的に
可能にする。しかも、警察力や自衛隊
を使って国民を弾圧することも可能に
なる。現代版の安政の大獄だ。
　今回の選挙で、高市政権による憲法
改正が可能となった。自衛官や警察官
は、日本人としての正義を全うできる
かどうか試される時がくるだろう。
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オホーツクから船で根室まで連れてき
てくれたのであった。しかし、松平定
信の失脚により、この日露間の約束は
反故になる。1804年、ロシア使節レザ
ノフが、皇帝アレキサンドル1世の親
書及び幕府がラックスマンに与えた信
牌を持って長崎に来航したのだが、そ
の時の老中土井利厚は、昌平坂学問所
大学頭林述斉らの「礼節をもって交渉
するべし」という意見を排除し、2年
間無回答のまま長崎に待たせた上、通
商全面拒否の慇懃無礼な対応で退去を
命じた。これによって日露間で問題が
生じ、その対処にあたったのが『休明
光記』の著者である羽太正養であった。
　また、幕末では、相も変わらず、無
礼で強硬な態度で交渉をごり押しする
米英に対し、ロシアのプチャーチンは、
勘定奉行兼海防掛・川路聖膜（かわじ 
としあきら）と礼儀正しい交渉態度で
応じ、互に好印象を持ちつつ日露和親
条約を策定し、日露国境画定を確定し
た。これ以降、川路は親露政策を提唱
することとなる。川路以外にも、幕末
の主な親露反英米論者には、仙台藩藩
校養賢堂教授・大槻磐渓（おおつき ば
んけい）、長崎勘定奉行・大澤豊後守、
勘定吟味役・江戸川太郎左衛門、そし
て「日露同盟論」を提唱した橋本佐内（は
しもと さない）などがいる。
　福井藩主・松平春嶽（まつだいら し
ゅんがく）が目をかけた幕末の俊英・
橋本佐内が三条実篤に宛てた書簡には

「かの英国などは、きわめて粗暴剛強な
気風を有し、我が国の防備手薄なとこ

ろを見つけ上陸を強行する暴挙に出ま
しょう。これを撃退できたとしても、
国内の騒動に乗じて外国軍に内応する
不届き者が出てこの上ない危機になり
ましょう」とある。また、福井藩士・
村田氏寿（むらた うじひさ）に宛てた
書簡では「英国は将来、必ずや我が国
に対してロシアを攻撃する先陣の役を
頼んでくるか、あるいは蝦夷・函館を
英国の軍事拠点として借り受けたい旨
願い出てくるものと存じます。今の日
本は力不足で、今のうちにしかるべき
国と同盟国の関係になっておくのが得
策でしょう。その場合、英国とロシア
は利害の対立する強国で並び立つこと
はできません。是非ともロシアと同盟
するべきと考えます。なぜなら、ロシ
アは信義のある国であり、国境を隣接
し唇歯のように利害関係の密接な国で
あるからで、我が国から和親を申し出
ればロシアはありがたく思うでしょう」
とある。さすが、西郷隆盛も英才と認
めただけあって、橋本佐内の国際関係
と情勢を洞察する目がすごい。
　実、彼が憂慮したように、日本人が
一致団結し英米の植民地化に対抗すべ
しという孝明天皇の呼びかけに反し、
英国の謀略に乗った親英派によって倒
幕が進められることになる。英国に支
援され幕府を倒した薩長は、親露派を
一掃して親英一辺倒の外交に転換し明
治政府が形成される。そして、親英反
露主義を唱える桂太郎、小村寿太郎、
山形有朋らは、在清国英国公使館付武
官（謀略専門のイギリス情報将校）デ
ュカット中佐の「ロシアは対日開戦準
備を進めている」とする偽情報を真に
受けて対露戦争を主張し、日露間の戦
争を回避するために来日したロシア陸
軍大臣クロパトキンに対しては対話を

拒否して追い返してしまう。翌1904年、
日本は明治天皇の反対を押し切って対
露宣戦布告をすることになる。まさに、
佐内の言う通り「イギリスは必ず我が
国に対してロシアを攻撃する先陣の役
を頼んでくる」ことになったわけだ。
また、時が進んだ現在、英国に代わり
米国が対露戦略のために日本領土を軍
事拠点として利用している。まったく
橋本佐内の読み通りの最悪の道を日本
は歩んでしまったわけだ。
　話を戻すが、日露戦争後、それまで
国交のパイプがなかった日本とロシア
が直接対話する機会を得て、日露関係
は急速に改善され、1916年には、大阪
造幣局でロシア通貨を製造するまで関
係が密接になった。同時に、もともと
自国益のために日本を利用し、親日感
など全くなかった英国は日本と敵対す
るようになる。余談になるが、戦後、
ロシア革命に貢献したとして英雄視さ
れている明石元二郎は、イギリス秘密
情報部のスパイであるシドニー・ライ
リーの手に落ちてロシア革命に協力し
たのであって、日本にしてみればせっ
かく構築した日露関係を台無しにした
国賊ものだ。現に、「黄色いサルの日本
人は欧州に災いをもたらす」という黄
禍論を欧州に吹聴し三国干渉で日本を
追い詰めたドイツ皇帝ウェルヘルム2
世も彼を絶賛している。
　話を元に戻すが、日露戦争で英米ユ
ダヤ資本から貸し付けられた巨額の債
務に苦しんでいた日本においても、よ
うやく邪悪な意図を持つ英米アングロ
サクソンとそれを支援するユダヤ資本
やフリーメーソンについて冷静に認識
できるようになった。そして、奴らの
植民地化政策から日本を守り、アジア
を開放すべきだという正論が日本中に

広まった。それが、大
東亜建設という世界で
初めての脱欧米グロー
バ リ ズ ム の 動 き と な
る。戦前の日本政府及
び日本国民の歴史観、
国際情勢認識、そして
日本人としての正義と
価値観は、今の日本人
とは比べ物にならない
くらい優れていたんだ
ぜ。そうした戦前まで
の日本人としての常識
とその後の展開につい
ては次回話をするよ。
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との同盟を提唱。後に安政の大獄で25歳の幕を
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令和４年「日本自治集団」創設、代表に就任
著書：『戦う者たちへ』『サムライ精神を復活せよ』

『特殊部隊vs.精鋭部隊─最強を目指せ』
並木書房／『自分を強くする動じない力』三笠書房／

『日本の特殊部隊をつくったふたりの“異端”自衛官─人
は何のために戦うのか！─』ワニプラス 『奪われた祖国
を取り戻す 私たちは断固戦う』『日本の戦闘者 現代の
サムライは決してグローバリズムに屈せず』ワニプラス
熊野飛鳥むすびの里のHPアドレス　
https://musubinosato.jp/

041040
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